
業務改善費用が研究開発税制の対象
となったことを知っていますか？

令和７年１１月２６日
税理士 湊 義和

～税額控除の適用漏れリスクを無くし、

中小企業の生産性向上サポーターになろう！
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Ⅰ 日本の労働生産性の現状

2019年10月消費税10％

2020年4月コロナ緊急事態宣言

出典：日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」
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出典：日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」
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出典：令和７年度中小企業白書
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Ⅱ 労働生産性とは？

物的労働生産性

付加価値労働生産性

生産（作業）量÷労働量→生産（作業）効率の指標

企業が生み出した付加価値÷労働量→継続価値

中企庁方式
売上高ー外部購入価値（材料費、購入部品費、運送費、
外注加工費等）

日銀方式
経常利益＋人件費＋賃借料＋租税公課＋減価償却費
＋金融費用

財務省方式 営業利益＋人件費＋賃借料＋租税公課

経営力強化法 営業利益＋人件費＋減価償却費

厚生労働省方式 営業利益＋人件費＋賃借料＋租税公課＋減価償却費
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付加価値とは？
自社が獲得した利益（継続価値）と

その利益を生み出すために直接必要な費用の合計

売上高

売上原価

売上総利益

人件費

賃借料

減価償却費

広告宣伝費その他

営業利益

支払利息

経常利益

人的資本の提供に対する対価

物的資本の提供に対する対価

物的資本の提供に対する対価

事業資金の提供に対する対価

上記資本の提供を受けて自社が獲得した利益

租税公課 公的サービスの提供に対する対価

従業員

家主

メーカー

国、自治体

金融機関
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Ⅲ なぜ、一人当たり労働生産性の向上が必須なのか？

労働生産性の算式
（経営力向上計画）

従業員数

営業利益＋人件費＋減価償却費
＝

理由
人手不足に対処するために、継続的（＝黒字を維持し
て）に昇給財源を確保するための具体策が見つけるこ
とが出来るため。
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労働生産性の算式
（経営力向上計画）

従業員数

営業利益＋人件費＋減価償却費
＝

ケース
スタディ

リフォーム業を営むA社では、人員を募集しても採用できず、

現状の人員で仕事が手一杯である。事業継続のために、
現状の社員の待遇改善にも迫られている。

この状況を打開する方法について、どのようにアドバイス
すれば良いか？

営業利益 人件費 減価償却費 付加価値額 従業員数
一人当たり
付加価値額

一人当たり
人件費

2,500 20,000 3,000 25,500 5 5,100 4,000

【現状】 （単位：千円）
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検討ー１ 特に、対策を打たずに、昇給を優先させる。

（単位：千円）

昇給をさせることには成功しているが、営業利益がゼロとなり、持続的な昇給
財源は確保できていない。また、一人当たり労働生産性も増加していない。

営業利益 人件費 減価償却費 付加価値額 従業員数
一人当たり
労働生産性

一人当たり
給与額

現状 2,500 20,000 3,000 25,500 5 5,100 4,000

1 0 22,500 3,000 25,500 5 5,100 4,500

COPY RIGHT2025  BEST PILOT CONSULTING FＩRM



10

検討ー２ 社内業務改善を実施して、一人当たりの物的生産性を高める

（単位：千円）

社内業務フロー等を改善し、一人当たりの単位時間当たりの作業量を増加さ
せて、自然退職等による人員減少があっても、対応できる体制を整えた結果、

営業利益、人件費総額はそのままであるが、一人当たり労働生産性は向上し、
一人当たりの給与額についても、２５％増の昇給を図ることができた。
ただし、次年度以降の持続的な昇給財源は依然、確保できていない。

売上高 ＝ 単価
（1個又は1時間）

× 数量OR作業量

営業利益 人件費 減価償却費 付加価値額 従業員数
一人当たり
労働生産性

一人当たり
給与額

現状 2,500 20,000 3,000 25,500 5 5,100 4,000

2 2,500 20,000 3,000 25,500 4 6,375 5,000
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検討ー３
価格転嫁＋商品改善やスキルアップ等のよる付加価値向上
の仕組みによる単価アップ策を「検討ー２」に組み合わせる

（単位：千円）

適切な価格転嫁と商品改善やサービスレベルの向上、研修等によるスキル
アップによる付加価値向上分をマークアップさせ、かつ、継続的な業務改善に
よる社員の物的生産量の向上の両輪により、継続的な昇給財源を確保する

売上高 ＝ 単価
（1個又は1時間）

× 数量OR作業量

営業利益 人件費 減価償却費 付加価値額 従業員数
一人当たり
労働生産性

一人当たり
給与額

現状 2,500 20,000 3,000 25,500 5 5,100 4,000

2 2,500 20,000 3,000 25,500 4 6,375 5,000

3 5,000 22,500 3,000 30,500 4 7,625 5,625
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出典：内閣官房「新しい資本主義実行会議事務局資料（令和6年2月27日）
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検討ー４
付加価値向上策＋物的労働生産性向上の仕組みが出来上
がったところで、新人採用等を行って、先行投資する

（単位：千円）

検討ー３の仕組みが出来上がったところで、新人採用等を行って、先行投資
を行う。この場合、一時的に、一人当たり労働生産性及び一人当たり給与額
は減少するが、社内教育訓練等を実施して、早期に戦力化していく。

売上高 ＝ 単価
（1個又は1時間）

× 数量OR作業量

COPY RIGHT2025  BEST PILOT CONSULTING FＩRM

営業利益 人件費 減価償却費 付加価値額 従業員数
一人当たり
労働生産性

一人当たり
給与額

3 5,000 22,500 3,000 30,500 4 7,625 5,625

4 3,000 26,000 3,000 32,000 5 6,400 5,200



14

検討－５
増員しても継続的な昇給財源を確保できる営業利益計画を策
定し、その具体策（マークアップ＋作業効率アップの体制を維
持できる受注条件を提示した上で、受注量の増加）を実行する

（単位：千円）

目標＝一人当たり付加価値（回復させる）＝7,265×5人＝38,125千円
この場合の営業利益を計算する＝38,125－30,000－3,000＝5,125千円
検討-４に比して、6,125千円の付加価値アップ策（サービス業であれば売上）
を下記の両輪で検討する

売上高 ＝ 単価
（1個又は1時間）

× 数量OR作業量
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営業利益 人件費 減価償却費 付加価値額 従業員数
一人当たり
労働生産性

一人当たり
給与額

3 5,000 22,500 3,000 30,500 4 7,625 5,625

4 3,000 26,000 3,000 32,000 5 6,400 5,200

5 5,125 30,000 3,000 38,125 5 7,625 6,000
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（単位：千円）

労働生産性の算式
（経営力向上計画）

従業員数

営業利益＋人件費＋減価償却費
＝
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営業利益 人件費 減価償却費 付加価値額 従業員数
一人当たり
労働生産性

一人当たり
給与額

現状 2,500 20,000 3,000 25,500 5 5,100 4,000

1 0 22,500 3,000 25,500 5 5,100 4,500

2 2,500 20,000 3,000 25,500 4 6,375 5,000

3 5,000 22,500 3,000 30,500 4 7,625 5,625

4 3,000 26,000 3,000 32,000 5 6,400 5,200

5 5,125 30,000 3,000 38,125 5 7,625 6,000
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１２

３

４

５
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効率的成長

従業員数、付加価値額ともに増加させながら、従業
員数の伸び率以上に付加価値額の伸び率が上
回っている状態であり、労働生産性が向上している
領域

１

効率化

従業員数の伸び率は減少させているが付加価値
額の伸び率は増加させており、労働生産性も向上
している領域。労働人口が減少していくことが予想
され、従業員数の増加が難しくなる経営環境下に
おいて、領域②の「効率化」を目指すことは、労働
生産性を高めていく上での一つの選択肢となる領
域といえる。

２

縮小

従業員数、付加価値額とも減少しているが、従業員
数の減少率ほど付加価値額の減少率が大きくない
領域であり、結果として労働生産性が向上している
領域

３

出典：平成30年度中小企業白書
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衰退
従業員数の減少率以上に付加価値額の減少率が
大きく、労働生産性が減少している領域

４

非効率化

従業員数は増加しているものの付加価値額が減少
しており、労働生産性が低下している領域。新規事
業の開始時やM&A等の実施によって従業員数が

増加した場合に、一時的にこの領域に分類される
ケースも想定されるが、従業員数の増加に見合っ
た付加価値額を創出することで労働生産性を向上
させている領域に向かうことが期待される。

５

非効率的成長

従業員数、付加価値額ともに増加しているが、従業
員数の増加率のほうが付加価値額の増加率が大
きく、従業員数の増加に見合った付加価値額が創
出できていない領域

６

出典：平成30年度中小企業白書

新人等の増員時に生じる。教育研修等よる早期の戦力化がポイント
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Ⅳ 社内業務改善を成功させるために必要なことは？

出典：平成30年度中小企業白書
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出典：平成30年度中小企業白書
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出典：平成30年度中小企業白書
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第２章 社内業務改善費用に係る試験研究費の改正
Ⅰ 令和3年度改正による「業務改善行為」と試験研究費の関係性
Ⅱ 業務改善行為が試験研究費に該当するかの判断
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【 目次 】
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Ⅰ 令和3年度改正による「業務改善行為」と試験研究費の
関係性

令和３年
度

税制改正
大綱

開発中の技術をその開発をする者において試
行する場合において、その技術がその者の業
務改善に資するものであっても、その技術に
係る試験研究が工学又は自然科学に関する試
験研究に該当するときは、その試験研究に要
する費用は研究開発税制となること等、研究
開発税制の対象となる試験研究費の範囲につ
いて明確化する。

三 法人税課税
４ 民間におけるデジタル化の推進
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無駄となった事務を止めるなどの事務処理手順の変更若しくは簡
素化又は部署編成を例えばフラット化する若しくは事業部制を採
用するなどの変更については、自然科学に係る試験研究とはいえ
ない。一方で、技術の開発過程において、自社を実験場として技
術の試行を行った場合に、人が今まで担ってきた作業の代替（短
縮、省力化）をするような業務改善にも資する技術の開発を行っ
た場合については、当然試験研究性がある。

【改正通達・趣旨説明】

COPY RIGHT2025  BEST PILOT CONSULTING FＩRM



25

「試験研究」の対象となる「業務改善行為」の具体例

出典：経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課「研究開発税制の概要と令
和3年度税制改正について」18頁
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見直しの背景

出典：経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課「研究開発税制の概要と令
和3年度税制改正について」20頁
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Q8 試験研究の意義
（A） この試験研究は、工学的・自然科学的な基礎研究、応用研究及

び開発・工業化等を意味するもので、必ずしも新製品や新技術に
限らず、現に生産中の製品の製造や既存の技術の改良等のための
試験研究であっても対 象となります。逆に、「製品の製造」又は
「技術の改良、考案若しくは発明」に当たらない人文・社会科学
関係の研究は対象となりません。

したがって、例えば、次のような費用は含まれませんので、ご
注意ください。
イ 事務能率・経営組織の改善に係る費用
ロ 販売技術・方法の改良や販路の開拓に係る費用
ハ 単なる製品のデザイン考案に係る費用
二 既存製品に対する特定の表示の許可申請のために行うデー

タ集積等の臨床実験費用

「Q＆A研究開発減税・設備投資減税について」（平成15年10月）国税庁
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見直しの影響

従来、試験研究費の税額控除の対象とはなりにくかった
サービス業等を営む中小企業でも、業務改善に係る本制度
の適用となる可能性が大きく広がった。

よって、クライアントの事業活動において、業務改善活
動の有無をヒアリングし、どういう場合に本制度の適用の
可能性があるかを整理したうえで、本事業年度の申告での
適用可否のチェックし、適用漏れや広く解釈して誤って適
用してしまうことに注意する必要がある。
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出典：経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課「研究開発税制の概要と令和5・6年度税制改
正について」
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出典：国税庁HP
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（単位：千円）

試験研究費 10,000

法人税等 3,500 実効税率35％

法人税の税額控除 1,200 支出金額の１２％（最低控除率） 国税（控除上限：最低25％）

地方税の課税標準特例 84 控除後の法人税を課税標準（7％） 地方税

合計軽減額 4,784 47.8％の圧縮

試験研究費の税額控除のインパクト
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出典：経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課「研究開発税制の概要と令和
5・6年度税制改正について」10・11頁
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Ⅱ 業務改善行為が試験研究費に該当するかの判断

１ 試験研究費（租税特別措置法第42条の４第19項第1号）

２ 試験研究の意義（租税特別措置法通達42の4（1）-1）

① 製品の製造に係る試験研究（新たな知見を得るため又は利用可能な
知見の新たな応用を考案するための行うものに限る。）のために要
する費用

② 技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究（新たな知見を得る
ため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するための行うものに
限る。）のために要する費用

③ 対価を得て提供する役務の開発に係る試験研究のために要する費用
④ 上記①から③に掲げる費用で各事業年度において研究開発費として

損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産の取得に要
した金額とされるべき費用の額又は繰延資産となる費用の額

事物、機能、現象などについて新たな知見を得るため又は利用可能な知
見の新たな応用を考案するために行う創造的で体系的な調査、収集、分
析その他の活動のうち自然科学に係るもの
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１ 試験研究費（租税特別措置法第42条の４第19項第1号）

２ 試験研究の意義（租税特別措置法通達42の4（1）－1）

① 製品の製造に係る試験研究（新たな知見を得るため又は利用可能な
知見の新たな応用を考案するための行うものに限る。）のために要
する費用

② 技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究（新たな知見を得る
ため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するための行うものに
限る。）のために要する費用

③ 対価を得て提供する役務の開発に係る試験研究のために要する費用
④ 上記①から③に掲げる費用で各事業年度において研究開発費として

損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産の取得に要
した金額とされるべき費用の額又は繰延資産となる費用の額

事物、機能、現象などについて新たな知見を得るため又は利用可能な知
見の新たな応用を考案するために行う創造的で体系的な調査、収集、分
析その他の活動のうち自然科学に係るもの

令和
3年
改正
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措法通達42の4（1）－１趣旨説明（２５頁）
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Frascati Manualによる「試験研究費」の判断

（措置法通達42の4（1）－1趣旨説明25頁）

１ 新規性 新たな発見を目指したものか？

２ 創造性
自明ではなく、独自の概念及び仮説に基づいてい
るか？

２ 不確実性 最終的な結果が不確実なものか？

４ 体系性 計画され資金計画が立てられているか？

５ 移転可能性 再現可能になりうる結果を導けるか？

以下の５つの要件を全て満たしているか？
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Ⅲ 研究開発費として損金経理した金額の範囲

業務改善に係る研究開発行為に係る費用の区分は？

自己の製作に係るソフトウエア（法基通7－15の2）

自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費
用削減にならないことが明らか場合には、ソフトウエアの取得
価額に算入しないことができる。
（法基通7－15の3（カッコ書き）

税務
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業務改善に係る研究開発行為に係る費用の区分は？

会計

自社利用のソフトウェア
（研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針第11項）

そのソフトウェアの利用により、将来の収益獲得又は費用の
削減が確実であると認められる場合は、無形固定資産に計上
し、確実であると認められない場合又は確実であるかどうか不
明の場合には、費用処理をする。
（研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針第11項）

COPY RIGHT2025  BEST PILOT CONSULTING FＩRM



40

税務

会計基準 ソフトウェア

ソフトウエア

COPY RIGHT2025  BEST PILOT CONSULTING FＩRM



41

効果無し 不明 確実な場合

会計 費用 費用 資産計上

税務 費用 資産計上 資産計上

研究開発費区分 研究開発費 研究開発費 通常の事業経費

将来の収益獲得又は費用削減の効果

自社利用ソフトウェア開発に係る税務＆会計の違い

税会不一致となることから、研究開発税制の適用を受ける場合には、会計上
は「研究開発費」として費用処理を行ったうえで、税務上は、別表四で加算留
保処理を行う必要がある。
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Ⅳ ソフトウェア開発と研究開発費の区分

研究開発費 研究開発完了後の取扱い
税務耐用

年数

1 受注制作のソフトウェア
（研究開発費等に係る会計基準四１）

該当無し（請負工事の会
計処理に準して処理）

請負工事の会計処理に準
して処理

2
市場販売目的のソフトウェア
（研究開発実務指針第8,9項、法基通7－3
－15の2（注3）、7－3－15の3（2））

最初に製品化された製品
マスタ－完成までの費用

ソフトウェアとして資産
計上。但し、著しい改良
は研究開発費

3年

3

クラウド環境等でサービス等を
提供し、契約者から対価を得る
ソフトウェア（SaaS:Software
as a Service)

5年

4
自社の業務改善のためのソフト
ウェア

5年

区分

販売目的のソフトウェア

自社利用のソフトウェア
（研究開発実務指針第11項①、
②、法基通7－3－15の２、7－3－
15－３（２）（カッコ書））

将来の収益獲得又は費用
削減が確実と認められる
までの費用（但し、税務
は確実かどうか不明の場
合には資産計上）

ソフトウェアとして資産
計上
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シス
テム
開発

プロコード

ローコード

ノーコード

ソースコー
ドの作成

全て書く

必要部分
のみ書く

書かない

開発の
柔軟性

高い

中程度

低い

開発コ
スト

高い

中程
度

低い

開発ス
ピード

遅い

中程
度

早い

作成ツール

Ⅴ ノーコードツールを利用した技術開発行為について
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ノーコードツールで作成したアプリケーションは、会計上及び税務
上の「ソフトウェア」に該当するのか？

会計基準
ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指
令を組み合わせて表現したプログラム等（研究開発
費等に係る会計基準－2）

アプリケーションの作成ツールが異なるたけであり、ノーコード
ツールで作成されたアプリケーションも、コンピュータを機能させる
指令を組み合わせたプログラムであり、会計上及び税務上のソフ
トウエアに該当する。
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出典：総務省「情報通信産業の動向」

2021年時点で３/４が導入
又は導入へ向けて検討
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2025年10月27～28日「Cybozu Days 2025 ノーコードAIランド」in 幕張メッセにて
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業務改善に係る技術開発行為とは具体的どんな事例？

研究開発実務指針第11項

例ー１ 利用する前と比べ間接人員の削減による人件費が削減
された

例ー２ 複数業務を統合するシステムを採用することにより入力
業務等の効率化が図れた

Ⅵ 業務改善開発行為に係る経費の試験研究性の判断ポイント
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１ 体系性要件は満たしているか？

体系性要件は、措置法通達42の4（1）－1（試験研究の意義）にも、明
記され、趣旨説明において記載のある「Frascati Manual」にも記載があ
る要件。

① 研究開発計画が策定されているか？

② 当該計画が、取締役会等の機関で決定されているか？

③ 研究開発報告が適時にされ、研究開発計画に基づいて、資金、研
究時間、研究ステップ等について予実管理が行われているか？

～税務調査でのチェックポイントでもあるので注意～
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２ 人件費要件は満たしているか？

措令第27条の4第5項第1号
「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に限る」

中小企業庁個別照会（平成15年12月15日付課法2－28
「試験研究税額控除制度における人件費に係る「専ら」要件の税務上
の取扱いについて」

① 担当業務が試験研究の各プロセス（設計、試作、開発、評価、分析、
データ収集等の業務（フェーズ）の中で欠かせないものであり、
かつ、当該者の専門的な知識が当該担当業務に不可欠であること

② 従事期間がトータルとして相当期間（おおむね1か月（実働20日程
度）以上）であること。当該担当業務が期間内に間隔を置きながら
行われる場合には、それらの期間をトータルする。
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出典：経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課「研究開発税制の概要と令和5・6年度税制
改正について」

税務調査提示資料
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業務改善に係る技術開発行為に必要な専門性について

研究開発実務指針第11項の例（P42）に基づく専門性判断

例ー１ 利用する前と比べ間接人員の削減による人件費を削減
することを達成するための専門性

例ー２ 複数業務を統合するシステムを採用することにより入力
業務等の効率化をはかるための専門性

これらの技術開発を成功させるには、営業、受注、製造又は
仕入発注、在庫管理、出荷、納品確認、請求、回収という会社
全体の業務フローに精通するという専門性が不可欠であり、
また、税務申告要件のチェックも欠かすことが出来ない。

つまり、自然科学の知識だけでなく、むしろ、経理、税務とい
う人文科学の専門性が重要である。
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55出典：文部科学省「科学技術基本法等の一部を改正する法律の概要」
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出典：内閣府「科学技術基本法の見直しの方向性について」（令和元年10月16日）
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（中略）
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（中略）
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第1章 なぜ労働生産性が重要なのか？
Ⅰ 日本の労働生産性の現状
Ⅱ 労働生産性とは？
Ⅲ なぜ、一人当たり労働生産性の向上が必須なのか？
Ⅳ 社内業務改善を成功させるために必要なことは？

第２章 社内業務改善費用に係る試験研究費の改正
Ⅰ 令和3年度改正による「業務改善行為」と試験研究費の関係性
Ⅱ 業務改善行為が試験研究費に該当するかの判断
Ⅲ 研究開発費として損金経理した金額の範囲
Ⅳ ソフトウェア開発と研究開発費の区分
Ⅴ ノーコードツールを利用した技術開発行為について
Ⅵ 業務改善開発行為に係る経費の試験研究性の判断のポイント

第３章 その他の「生産性向上の支援制度」について
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